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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第17期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第16期

会計期間

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　６月30日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

売上高 (千円) 1,477,0383,049,082

経常利益 (千円) 323,656 153,631

四半期(当期)純利益 (千円) 194,421 73,364

純資産額 (千円) 3,379,8613,217,474

総資産額 (千円) 9,022,2229,289,181

１株当たり純資産額 (円) 222,304.47195,811.56

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 26,451.959,981.62

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) － －

自己資本比率 (％) 18.1 15.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,306,999△ 1,828,135

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 10,702△ 1,771,243

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 620,1332,990,507

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 852,929 155,361

従業員数 (名) 46 46

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当社グループは、平成20年６月30日現在、当社（燦キャピタルマネージメント株式会社）および連結子会

社６社（燦アセットマネージメント株式会社、株式会社グランドホテル松任、北斗第15号投資事業有限責任

組合、北斗第17号投資事業有限責任組合、北斗第18号投資事業有限責任組合および北斗第19号投資事業有限

責任組合）により構成されております。

また、当社グループは、平成20年３月期まで、事業を「ファンド事業」、「投資事業」および「ソリュー

ション事業」で区分しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、「投資事業」、「アセットマネー

ジメント事業」および「その他の事業」の事業区分へ変更しております。これは金融商品取引法の施行に

伴い、投資運用業を収益の軸とする収益構造への転換を図るため、燦アセットマネージメント株式会社を設

立し、事業区分としても「投資」と「運用」を明確化したためであります。

事業系統図と事業の流れは以下の図の示すところとなり、投資案件の発掘からバリューアップ、ＳＰＣお

よび私募ファンドの組成、投資家への販売までを一貫して当社が担うことで、各段階のリスクとリターンを

総合的に捉えた金融商品の提供が可能となります。　

　

　

（事業の流れ）

①　当社は、不動産会社および金融機関からの紹介を受ける不動産情報・企業情報・事業情報より、当

社の投資規範である収益性・安全性・社会性の観点から望ましい投資対象に対し、投資を行いま

す（投資事業）。

②　投資物件の状態によっては、当社がリノベーション（注１）、コンバージョン（注２）等のバ

リューアップを行い、投資対象の価値を向上させることを行います（その他の事業）。　

③　当社グループの投資規範に合致した案件について、当社グループの金融技術を活用して顧客投資家

に販売すべく、金融商品化を行います（アセットマネージメント事業）。

④　顧客投資家は、当社グループの金融商品に対して投資を行います。

⑤　当社グループはこれらの一連の投資、金融商品化の対価として、ファンド組成フィー、ファンド管理

フィー、アレンジメントフィー（注３）、アセットマネージメントフィー（注４）を受け取ります

（投資事業・アセットマネージメント事業）。

⑥　ファンド終了後に一定の利回りを超えた投資利益については、その一部を成功報酬として受け取り

ます（投資事業・アセットマネージメント事業）。

　

(1)　投資事業
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投資事業では、まずは全ての投資案件を対象に、投資規範である収益性・安全性・社会性を充たして

いるか否かの調査を実施し、投資規範を充たす案件に対し、当社グループが企画・設計・構築するファ

ンドおよび投資スキーム（投資ビークル）を活用した投資活動を実施しております。この投資案件の

選定は、当社その他の事業のバリューアップノウハウの活用も想定したもので、幅広い案件情報の中か

ら、総合的に当社が求める利回りに合致する案件だけを厳選しております。

投資事業では、これらの投資活動の中から、投資スキームの企画等に伴うアレンジメントフィーおよ

び一定の利回りにより投資利益が獲得できた場合の成功報酬が、主な収益となります。

　

(2)　アセットマネージメント事業

アセットマネージメント事業では、投資家からの資金を集めるためのスキームの検討・実行を行っ

ており、また、投資事業において調査され、投資案件として採用されたものに当社グループの金融技術

を活用し、投資家に向けた金融商品の加工および提供を行います。

具体的には、投資案件のランニングによりインカムゲインを得ることを主目的としたインカムゲイ

ン型（安定収益型）ファンドを運用しておりますが、その他にも投資案件のリスクとリターンに応じ

て、投資案件売却に伴うキャピタルゲインを得ることを主目的としたキャピタルゲイン型ファンド等、

複数のパターンを応用したファンドの組成および管理も行うことができます。

ファンドの形態としては、投資事業有限責任組合型を主に使用しておりますが、基本スタンスは、投

資パフォーマンスや安全性を高めるべく投資対象に応じた金融商品化を行っております。

また、アセットマネージメント事業では、当社グループの「燦アセットマネージメント株式　会社」

による各投資案件の管理・運用を行うアセットマネージメント業務も事業の軸であります。

アセットマネージメント事業は、各ファンド組成の組成フィー、各ファンド管理の管理フィー、一定

以上の利回りの投資利益が獲得できた場合の成功報酬および各投資案件の管理・運用に対するアセッ

トマネージメントフィーが、主な収益となります。

　

(3)　その他の事業

その他の事業では、当社グループの有する金融ノウハウや投資事業およびアセットマネージメント

事業で構築したプロフェッショナルネットワークを活かしたフィナンシャルアドバイス、当社の有す

る投資物件のコンバージョン等の資産価値向上業務の外部提供、各種仲介業務ならびに、Ｍ＆Ａに関す

るコンサルティング業務等を行っております。

その他の事業では、これらの業務に対するフィーが、主な収益となります。

　

（当社グループのビジネスモデル）

当社グループが、投資事業、アセットマネージメント事業、その他の事業を行う上で主に使用してい

る不動産流動化スキーム（投資ビークル等）は、以下のとおりです。

なお、投資スキームは、投資対象や投資プロジェクト毎に異なる場合もあります。
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①　当社は、「資産の流動化に関する法律」に基づき、資産の流動化を実行する上で、投資スキームの企

画・設計・構築を行い、また、オリジネーター（注５）としてのポジションの確保および必要に応

じて投資対象へのコンバージョン等の資産価値向上を行う目的で、一定の投資対象を当社で保有

しております。

②　その他の投資対象は、「資産の流動化に関する法律」に基づいて、資産の流動化業務を行うためだ

けに設立をした法人である特定目的会社（ＴＭＫ）が、投資対象を直接購入致します。

③　②の前提として、特定目的会社は、当社へ投資対象のアレンジメント業務の委託を行い、当社グルー

プは投資対象の選別を行います。

④　また、特定目的会社は、同じく当社グループへファイナンスおよびエクイティアレンジメント業務

の委託を行い、金融機関とのノンリコースローン（注６）または特定社債の条件交渉、中間法人

（注７）を利用した倒産隔離措置の対応、投資事業有限責任組合との優先出資発行手続き等の業

務を行います。

⑤　④で発行される優先出資または特定社債の保有を目的とする投資事業有限責任組合を組成し（原

則として、当社グループが無限責任組合員の地位を務めます。）、証券会社の媒介のもとに投資家

を募集致します。

⑥　投資対象、ノンリコースローン条件、優先出資の保有先等が概ね確定した段階で、当社グループがア

レンジメント業務の受託者として、「資産の流動化に関する法律」に基づき、財務局へ資産流動化

計画を提出致します。

⑦　当社グループは、特定目的会社よりアセットマネージメント業務を受託し、資産流動化実行後の業

務執行を請負うと共に、投資事業有限責任組合の無限責任組合員としてファンドの管理業務を行

います。

　

(注) １　既存建物に改修工事を施し、性能を向上させたり、価値を高めたりすることをいいます。

２　既存建物の用途変更を行い、価値を高めることをいいます。

３　売主、ノンリコースローン(注６)の貸手、ファンドへの出資者等、複数の関係者間の調整やスケジュール管理

等、投資を進めていく上で業務の対価として得られる報酬のことをいいます。

EDINET提出書類

燦キャピタルマネージメント株式会社(E03745)

四半期報告書

 5/31



４　不動産や金融資産など委託を受けた資産の、運用・運営・管理等を請負う業務の対価として得られる報酬のこ

とをいいます。

５　不動産の原所有者(売主)のことをいいます。

６　借入人が保有する特定の資産(責任財産)から生ずるキャッシュ・フローのみを拠り所として債務履行がなさ

れるローンのことをいいます。

７　中間法人法により設立され、社員に共通の利益を図ることを目的とし、かつ剰余金を社員に配分することを目

的としない法人のことをいいます。その中でも、社員が法人の債権者に対して責任を負わないものを有限責任

中間法人といいます。有限責任中間法人は基金(株式会社等における資本に相当)の拠出者と社員(株式会社等

における株主に相当)とが法的に分離されており、資金提供者と議決権保有者を分離することが制度的に可能

となっているため、不動産証券化における流動化スキームにおいて、倒産隔離を図る目的で一般的に利用され

ています。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。
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４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 46　(16)

(注) １　従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当第１四半期連結会計期間の平均雇用人員（１日８時間換算）であり

ます。

２　臨時従業員には、契約社員、パートタイマーおよびアルバイトの従業員を含みます。

３　臨時従業員数が10名増加しておりますが、これは鳥取カントリー倶楽部において契約社員、パートタイマーお

よびアルバイトの人数が増加したことによるものであります。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 41　(16)

(注) １　従業員数は、当社から他社への出向者を除いた就業人員であります。

２　従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当第１四半期会計期間の平均雇用人員（１日８時間換算）でありま

す。

３　臨時従業員には、契約社員、パートタイマーおよびアルバイトの従業員を含みます。

４　臨時従業員数が10名増加しておりますが、これは鳥取カントリー倶楽部において契約社員、パートタイマーお

よびアルバイトの人数が増加したことによるものであります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当社グループは、投資事業、アセットマネージメント事業、その他の事業が主要な事業であり、生産活動

を行っていないため、該当事項はありません。

　

(2) 受注実績

当社グループは、投資事業、アセットマネージメント事業、その他の事業が主要な事業であり、受注活動

を行っていないため、該当事項はありません。
　
(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円)

投資事業 1,079,762

アセットマネージメント事業 396,650

その他の事業 626

合計 1,477,038

(注) １　セグメント間の取引については、相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

　

相手先

当第１四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％)

サンレオン合同会社 384,829 26.1

　

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当社は、当第１四半期連結会計期間において、下記のとおり業務提携に関する基本合意書を締結しており

ます。

相手先 内容

ＮＩＳ証券株式会社 不動産関連事業等を中心とした業務提携

　

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。
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(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間における我が国の経済は、サブプライムローン（信用力の低い個人向け住

宅融資）問題による米国経済の減速および原油価格高騰等により、企業収益および個人消費に陰りが見

られる等、景気は厳しい状況となっております。

当社グループの主な事業領域である金融・不動産市況につきましても、サブプライムローン問題によ

る国内株式市場の混乱、金融商品取引法によるファンドビジネスの規制強化、不動産関連企業に対する金

融機関の選別、不動産・建設関連企業の相次ぐ倒産等、予断を許さない状況にあります。

このような市場環境の下、当社グループにおきましては、当社保有の販売用不動産の売却を順調に進め

ることができました。また、運用資産の積み上げによるフィービジネスが順調に伸張したこと、当期に予

定しておりました不動産私募ファンドのクローズに伴うＳＰＣからの成功報酬等が、当初計画より前倒

しとなり、しかも大幅に増額されることとなりました。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は1,477百万円、営業利益は328百万円、経常利益は

323百万円、四半期純利益は194百万円となりました。

　

事業の種類別セグメントの概況は、次のとおりであります。なお、当第１四半期連結会計期間より、事業

の種類別セグメントの事業区分を変更しております。

　

(投資事業)

投資事業につきましては、当社保有の販売用不動産の一部を売却したこと等の結果により、投資事業の

売上高は1,079百万円、営業利益は17百万円となりました。

　

(アセットマネージメント事業)

アセットマネージメント事業につきましては、当社組成のファンドからの管理フィーおよびＳＰＣか

らの成功報酬等による収入の結果により、アセットマネージメント事業の売上高は396百万円、営業利益

は114百万円となりました。

　

(その他の事業)

その他の事業につきましては、仲介手数料等による収入の結果により、その他の事業の売上高は0百万

円、営業利益は265百万円となりました。

　

　

(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、266百万円減

少し、9,022百万円となりました。この主な要因は、販売用不動産の売却等により、現金及び預金が697百万

円増加した一方、販売用不動産が899百万円減少したこと等によるものであります。

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ、429百万円減少し、5,642百万円となりました。その主な

要因は、未払法人税等が133百万円増加した一方、短期借入金が561百万円減少したこと等によるものであ

ります。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、162百万円増加し、3,379百万円となりました。その主

な要因は、利益剰余金が194百万円増加したこと等によるものであります。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ、697百

万円増加し、852百万円となりました。この主な増減は、次のとおりであります。
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(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第１四半期連結累計期間の営業活動により得られた資金は、1,306百万円となりました。この主な要

因は、税金等調整前四半期純利益が322百万円および販売用不動産の売却等による収入が897百万円と

なったこと等によるものであります。

　

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第１四半期連結累計期間の投資活動により得られた資金は、10百万円となりました。この主な要因

は、有形固定資産の取得による支出が２百万円となった一方、投資有価証券の払戻による収入が14百万円

となったこと等によるものであります。

　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第１四半期連結累計期間の財務活動により支出した資金は、620百万円となりました。この主な要因

は、短期借入金の返済による支出が561百万円および長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）

の返済による支出が20百万円となったこと等によるものであります。

　

　

(4) 事業上および財務上の対処すべき課題

当社グループは、金融機関からの支援体制の強化および中長期での投資スタンスを図ること等により、

急激に拡大している様々な投資機会を識別し、更なるファンドビジネスを展開していこうと考えており

ますが、当社グループのビジネスは人的資本により成り立っている部分も多いため、優秀な人材の確保・

育成が重要であり、目的に沿った組織改編と人事制度の改定を行って参ります。

さらに定期的な研修会を通じてのコンプライアンスの徹底や内部統制システムの継続的強化により、

経営の透明性を高め、市場から信頼される財務報告を行うことも重要課題の一つであると認識しグルー

プを挙げて取り組んでおります。

　

　

(5) 経営成績に重要な影響を与える要因および経営戦略の現状と見通し

現在、米国のサブプライムローン（信用力の低い個人向け住宅融資）問題に端を発した世界的なレベ

ルでの混乱により、株式市場やREIT（不動産投資信託）市場をはじめとした不動産取引市場が低迷し、金

融商品取引法施行による不動産ファンドビジネスの規制強化、不動産関連企業に対する金融機関からの

選別、不動産・建設関連企業の相次ぐ倒産等々、金融・不動産セクターの企業にとっては、非常に厳しい

事業環境となっております。このような経済環境を想定して、当社グループは、いわゆるキャピタルゲイ

ン型（不動産開発や不動産転売をして売却益を狙う売却益獲得型）の商品ではなく、インカムゲイン型

（期日に確実に賃料等を獲得する賃貸収入獲得型）の商品を、一つ一つ丁寧に組成して参りました。今後

更に当該ビジネスモデルのみならず、投資家のニーズに基づく不動産に限らない、事業・企業・コンテン

ツ・債権等を対象とした受注生産型の金融商品を組成することを、もう一本の柱となるビジネスモデル

として展開していこうと考えております。

加えて、平成19年9月に施行された金融商品取引法に対応するため設立した燦アセットマネージメント

㈱の持つ総合不動産投資顧問業および金融商品取引業の免許を生かしたアセットマネージメント業務の

外部受託を積極的に進めて参ります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 24,400

計 24,400

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 7,350 7,350
大阪証券取引所 
(ヘラクレス市場)

完全議決権株式であり、権利内
容に何ら限定のない当社におけ

る標準となる株式

計 7,350 7,350 ― ―
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(2) 【新株予約権等の状況】

① 平成18年８月31日臨時株主総会決議

　
第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数（個） 22

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 22（注１）

新株予約権の行使時の払込金額（円） 500,000(注２)

新株予約権の行使期間 平成20年９月1日から平成28年８月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格500,000 
資本組入額250,000

新株予約権の行使の条件 (注３)

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役

会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

新株予約権の取得条項に関する事項 (注４)

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。

２　新株予約権発行後、下記の各事由が生じたときには、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる１円

未満の端数は、これを切り上げるものとします。

①　当社が株式分割または株式併合を行う場合

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

②　当社が時価を下回る払込金額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付す

る場合を含み、新株予約権の行使による場合を除く)する場合

調整後行使価額＝調整前行使価額×

既発行株式数 ＋
新株発行株式数×１株あたり払込金額

１株あたりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

３　新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

①　新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役及び

監査役であることを要するものとする。但し、任期満了による退任、その他別途取締役会で定める正当な理

由で退任した場合は権利行使をなしうるものとする。

②　新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を相続できないものとし、当該新株予約権は消滅する。

③　その他の条件は当社取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契

約」にて定める。

４ 新株予約権の取得条項に関する事項は以下のとおりであります。

　当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社となる

会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取

締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたときは、当社取締役

会が別途定める日に、当社は本新株予約権の全部を無償にて取得することができるものとする。
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② 平成18年８月31日臨時株主総会決議（平成18年８月31日取締役会決議）

　
第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数（個） 53

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 53（注１）

新株予約権の行使時の払込金額（円） 500,000(注２)

新株予約権の行使期間 平成20年９月1日から平成28年８月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格500,000 
資本組入額250,000

新株予約権の行使の条件 (注３)

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役

会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

新株予約権の取得条項に関する事項 (注４)

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。

２　新株予約権発行後、下記の各事由が生じたときには、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる１円

未満の端数は、これを切り上げるものとします。

①　当社が株式分割または株式併合を行う場合

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

②　当社が時価を下回る払込金額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付す

る場合を含み、新株予約権の行使による場合を除く)する場合

調整後行使価額＝調整前行使価額×

既発行株式数 ＋
新株発行株式数×１株あたり払込金額

１株あたりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

３　新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

①　当社の従業員で新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当

社の従業員、取締役及び監査役であることを要するものとする。但し、定年退職、別途取締役会で定める正当

な理由で退職した場合は権利行使をなしうるものとする。

②　新株予約権発行時において社外協力者であった者は、権利行使時においても当社との間で協力関係があるこ

とを要するものとする。また、社外協力者は、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及

び行使の時期について、当社取締役会の承認を要するものとする。

③　新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を相続できないものとし、当該新株予約権は消滅する。

④　その他の条件は当社取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契

約」にて定める。

４　新株予約権の取得条項に関する事項は以下のとおりであります。

　当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社となる

会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取

締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたときは、当社取締役

会が別途定める日に、当社は本新株予約権の全部を無償にて取得することができるものとする。
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成20年４月１日～
平成20年６月30日

― 7,350 ― 563,750 ― 428,750

　

(5) 【大株主の状況】

当第１四半期連結会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

　

(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　7,350 7,350
権利内容に何ら制限のない当社にお
ける標準となる株式

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 7,350 ― ―

総株主の議決権 ― 7,350 ―

　

② 【自己株式等】

該当事項はありません。
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月 ５月 ６月

最高(円) 100,000177,000137,000

最低(円) 66,50078,20096,100

(注)最高・最低株価は、大阪証券取引所ヘラクレス市場におけるものであります。　

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成20年４月１

日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人により四半期レビュー

を受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 852,929 155,361

売掛金 31,400 41,356

販売用不動産 4,053,736 4,953,147

商品 3,499 2,029

貯蔵品 1,988 1,088

営業貸付金 289,731 281,621

その他 89,299 123,053

流動資産合計 5,322,586 5,557,658

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※１, ※２
 1,666,239

※１, ※２
 1,684,544

その他（純額） ※１
 368,444

※１
 368,686

有形固定資産合計 2,034,684 2,053,230

無形固定資産

のれん 225 300

その他 217 222

無形固定資産合計 442 522

投資その他の資産

投資有価証券 1,580,239 1,594,464

その他 84,269 83,305

投資その他の資産合計 1,664,509 1,677,770

固定資産合計 3,699,636 3,731,522

資産合計 9,022,222 9,289,181

負債の部

流動負債

買掛金 30,466 29,097

短期借入金 3,596,744 4,158,324

1年内返済予定の長期借入金 685,692 694,292

未払法人税等 134,661 1,471

賞与引当金 2,943 1,736

その他 145,606 105,521

流動負債合計 4,596,115 4,990,442

固定負債

長期借入金 274,227 286,320

負ののれん 699,968 722,894

その他 72,050 72,050

固定負債合計 1,046,245 1,081,264

負債合計 5,642,360 6,071,707

EDINET提出書類

燦キャピタルマネージメント株式会社(E03745)

四半期報告書

18/31



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 563,750 563,750

資本剰余金 428,750 428,750

利益剰余金 642,597 448,175

株主資本合計 1,635,097 1,440,675

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,159 △1,460

評価・換算差額等合計 △1,159 △1,460

少数株主持分 1,745,923 1,778,259

純資産合計 3,379,861 3,217,474

負債純資産合計 9,022,222 9,289,181
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
  至 平成20年６月30日)

売上高 1,477,038

売上原価 958,451

売上総利益 518,587

販売費及び一般管理費 ※１
 190,103

営業利益 328,483

営業外収益

受取利息 295

受取配当金 72

負ののれん償却額 22,925

その他 450

営業外収益合計 23,744

営業外費用

支払利息 25,513

支払手数料 3,055

その他 1

営業外費用合計 28,571

経常利益 323,656

特別損失

過年度損益修正損 759

特別損失合計 759

税金等調整前四半期純利益 322,897

法人税、住民税及び事業税 135,064

法人税等調整額 △12,114

法人税等合計 122,950

少数株主利益 5,525

四半期純利益 194,421
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
  至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 322,897

減価償却費 21,084

のれん償却額 75

長期前払費用償却額 206

負ののれん償却額 △22,925

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,207

受取利息及び受取配当金 △367

支払利息 25,513

売上債権の増減額（△は増加） 9,955

たな卸資産の増減額（△は増加） 897,041

未収消費税等の増減額（△は増加） 40,115

営業貸付金の増減額（△は増加） △8,109

仕入債務の増減額（△は減少） 1,368

未払消費税等の増減額（△は減少） 50,209

その他 △2,388

小計 1,335,883

利息及び配当金の受取額 59

利息の支払額 △25,222

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △3,720

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,306,999

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △2,653

投資有価証券の払戻による収入 14,800

その他 △1,444

投資活動によるキャッシュ・フロー 10,702

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △561,579

長期借入金の返済による支出 △20,693

少数株主への払戻による支出 △13,656

少数株主への配当金の支払額 △24,205

財務活動によるキャッシュ・フロー △620,133

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 697,568

現金及び現金同等物の期首残高 155,361

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 852,929
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。

　

　

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

会計方針の変更

棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企

業会計基準第９号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原

価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。

これによる損益に与える影響はありません。

 

　

【簡便な会計処理】

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。

　

【追加情報】

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。

　

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末 

(平成20年６月30日)
前連結会計年度末 
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額　 1,574,777千円※１　有形固定資産の減価償却累計額　 1,553,692千円

※２　減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示

しております。

※２　減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示

しております。
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(四半期連結損益計算書関係)

　

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 至　平成20年６月30日)

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

給料手当 52,178千円

賞与引当金繰入額 2,943千円

 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日  至　平成20年６月30日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

現金及び預金勘定 852,929千円

現金及び現金同等物 852,929千円
 

　

(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計（累計）期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 7,350

　

２　自己株式に関する事項

該当事項はありません。

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　
４　配当に関する事項

該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。
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(リース取引関係)

当第１四半期連結会計（累計）期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っ

ておりますが、当四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変

動が認められないため、記載しておりません。

　

(有価証券関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成20年６月30日)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

(デリバティブ取引関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成20年６月30日)

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　

投資事業
(千円)

アセット
マネージメント

事業
(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去または
全社
(千円)

連結
(千円)

　売上高

(1) 外部顧客に
　　対する売上高

1,079,762396,650 626 1,477,038 ― 1,477,038

(2) セグメント間の
　　内部売上高
　　または振替高

― 6,032 265,180271,213(271,213) ―

計 1,079,762402,683265,8061,748,252(271,213)1,477,038

　営業利益 17,352 114,102265,806397,261(68,778)328,483

(注) １　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な内容

　(1) 投資事業……自己投資業務、投資スキームの企画・設計・構築

　(2) アセットマネージメント事業……ストラクチャーアレンジメント受託業務、

　　　　　　　　　　　　　　　　アセットマネージメント受託業務

　(3) その他の事業……フィナンシャルアドバイザー業務、コンバージョン等の資産価値向上業務、

　　　　　　　　　仲介業務、その他コンサルティング業務

３　事業区分の変更

　　　事業区分につきましては、従来、「ファンド事業」「投資事業」「ソリューション事業」で区分しておりまし

たが、当第１四半期連結会計期間より、「投資事業」「アセットマネージメント事業」「その他の事業」の事

業区分に変更しております。

　当社グループは、金融商品取引法の施行に伴い、投資運用業を収益の軸とする収益構造への転換を図るため、

燦アセットマネージメント株式会社を設立し、事業区分についても「投資」と「運用」を明確化いたしまし

た。

　　　なお、従来の事業区分によった場合の事業の種類別セグメントは下記のとおりであります。

ファンド事業
(千円)

投資事業
(千円)

ソリュー
ション事業
(千円)

計
(千円)

消去または
全社
(千円)

連結
(千円)

　売上高

(1) 外部顧客に
　　対する売上高

15,6341,460,777 626 1,477,038 ― 1,477,038

(2) セグメント間の
　　内部売上高
　　または振替高

― ― 265,180265,180(265,180) ―

計 15,6341,460,777265,8061,742,219(265,180)1,477,038

　営業利益 13,726 117,727265,806397,261(68,778)328,483

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　　在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　　海外売上高がないため、該当事項はありません。
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(企業結合等関係)

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

222,304.47円 195,811.56円

(注) １株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計期間末
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 3,379,861 3,217,474

普通株式に係る純資産額(千円) 1,633,937 1,439,214

差額の主な内訳(千円)

　少数株主持分 1,745,923 1,778,259

普通株式の発行済株式数(株) 7,350 7,350

普通株式の自己株式数(株) ― ―

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数(株)

7,350 7,350

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純利益 26,451.95円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―

(注) １．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め、記載しておりません。

２．１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 194,421

普通株式に係る四半期純利益(千円) 194,421

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式の期中平均株式数(株) 7,350

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

―
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(重要な後発事象)

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

当社は、平成20年８月７日開催の取締役会において株式分割による新株式の発行を行う旨の決議を

しております。

当該株式分割の内容は、下記のとおりであります。

１．株式分割の目的

　　　投資家の皆さまにより投資しやすい環境を整えるべく、当社１株当たりの投資金額を引き

　　下げ、株式の流動性の向上および投資家層の拡大を目的とするものであります。　

２．株式分割の概要

　（1）分割の方法

　　　平成20年９月30日最終の株主名簿および実質株主名簿に記載された株主の所有

　　　株式１株につき、２株の割合をもって分割致します。

　（2）分割により増加する株式数

　　　平成20年９月30日最終発行済株式総数に１を乗じた株式数と致します。

　（3）１株当たりの情報に関する影響

　　　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報については、それ

　　　ぞれ以下のとおりであります。

　　　①１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日)

111,152.24円 97,905.78円

　

　　　②１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純利益 13,225.98円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―

　　(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式

　　　  が存在しないため、記載しておりません。
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

燦キャピタルマネージメント株式会社(E03745)

四半期報告書

30/31



独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年８月13日

燦キャピタルマネージメント株式会社

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　佐　　伯　　　　　剛　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　砂　　畑　　昌　　宏　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている燦

キャピタルマネージメント株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四

半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半

期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四

半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、燦キャピタルマネージメント株式会社及び連

結子会社の平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認

められなかった。

追記情報

１．セグメント情報の「事業の種類別セグメント情報」に記載されているとおり、会社は事業区分

　　の変更を行っている。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成20年８月７日に株式分割の取締役会決議

　　を行っている。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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